
1100．．高高齢齢者者虐虐待待ににつついいてて

項項 目目 定定 義義

高高 齢齢 者者 「高齢者」とは６５歳以上の者をいう。

高高 齢齢 者者 虐虐 待待 「高齢者虐待」とは、家庭における養護者又は施設等の職員
による次に掲げる類型の虐待をいう。

①① 身身体体的的虐虐待待（（暴暴行行））
②② 養養護護をを著著ししくく怠怠るるこことと（（ネネググレレククトト））
③③ 心心理理的的虐虐待待（（心心理理的的外外傷傷をを与与ええるるよよううなな言言動動））
④④ 性性的的虐虐待待
⑤⑤ 経経済済的的虐虐待待（（不不当当にに経経済済上上のの利利益益をを得得るるこことと））

養養護護者者にによよるる高高齢齢者者虐虐待待へへのの対対応応

○○ 市市町町村村相相互互間間のの連連絡絡調調整整、、情情報報提提供供そそのの他他必必要要なな援援助助
○○ 市市町町村村へへのの必必要要なな助助言言

都都道道府府県県

相相談談・・指指導導・・助助言言

高高齢齢者者・・養養護護者者 虐虐待待をを受受けけたたとと思思わわれれるる
高高齢齢者者をを発発見見ししたた者者

高高齢齢者者

養養護護者者のの負負担担軽軽減減にに向向けけたた
相相談談、、指指導導、、助助言言
そそのの他他必必要要なな措措置置

高高齢齢者者のの安安全全確確認認そそのの他他事事実実のの確確認認

虐虐待待対対応応協協力力者者ととのの対対応応のの協協議議

生生命命又又はは身身体体にに重重大大なな危危険険がが生生じじてて
いいるるおおそそれれががああるるとと認認めめらられれるるとときき

地地域域包包括括支支援援セセンンタターー・・在在宅宅介介護護支支援援セセンンタターー

高高齢齢者者のの住住所所・・居居所所へへのの立立入入調調査査・・質質問問

※※ 必必要要ががああるるとと認認めめるるとときき援援助助要要請請

老老人人福福祉祉法法にによよるる措措置置
・・ シショョーートトスステテイイ
･･ 特特養養へへのの入入所所

家家庭庭裁裁判判所所へへのの
後後見見等等開開始始
審審判判のの請請求求
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養養介介護護施施設設従従事事者者にによよるる高高齢齢者者虐虐待待へへのの対対応応

従従事事者者等等にによよるる虐虐待待をを
受受けけたたとと思思わわれれるる高高齢齢者者をを
発発見見ししたた要要介介護護施施設設従従事事者者等等

従従事事者者等等にによよるる虐虐待待をを
受受けけたたとと思思わわれれるる
高高齢齢者者をを発発見見ししたた者者

従従事事者者等等にによよるる虐虐待待をを
受受けけたた高高齢齢者者

市市
町町
村村

届届
出出

高高齢齢者者のの安安全全のの確確認認そそのの他他事事実実のの確確認認

従従事事者者等等にによよるる高高齢齢者者虐虐待待にに関関すするる事事項項をを都都道道府府県県にに報報告告

虐虐待待防防止止・・高高齢齢者者保保護護をを図図るるたためめ介介護護保保険険法法のの規規定定にによよるる権権限限のの行行使使

・施施設設等等かかららのの報報告告徴徴収収・・立立入入検検査査 ・・地地域域密密着着型型ササーービビスス事事業業者者のの監監督督 等等

高高齢齢者者のの安安全全のの確確認認そそのの他他事事実実のの確確認認

虐虐待待防防止止・・高高齢齢者者保保護護をを図図るるたためめ
老老人人福福祉祉法法・・介介護護保保険険法法のの規規定定にによよるる権権限限のの適適切切なな行行使使

〔〔老老人人福福祉祉法法〕〕施施設設設設置置者者へへのの立立入入検検査査、、改改善善命命令令、、事事業業停停廃廃止止命命令令、、認認可可申申請請
〔〔介介護護保保険険法法〕〕施施設設等等かかららのの報報告告徴徴収収、、勧勧告告、、措措置置命命令令、、指指定定取取消消

従従事事者者にによよるる虐虐待待のの状状況況等等のの公公表表（（毎毎年年次次））
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県内各市町村の⾼齢者虐待の通報・相談窓⼝は、奈良県ホームページにも掲載していま
す。 http://www.pref.nara.jp/52093.htm

速やかに通報するよう努めなければ
なりません
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